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私立幼稚園等補助事業充実支援業務

子）施設運営課

一般社団法人札幌市私立幼稚園連合会

随意契約の理由（相手方を特定した理由を含む。）

　本業務は、市内の私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園等（以下「幼稚園等」とい
う。）に対する補助金（教材教具等整備費補助、特別支援教育事業費補助）の申請受付及
び一次審査のほか、特別支援教育事業に係る研修運営を行うものである。
業務委託の相手方とする（一社）札幌市私立幼稚園連合会（以下「本団体」という）は、
本市において長年にわたり活動を継続し、本市の幼児教育の振興・充実と保育者の資質向
上に寄与してきた。これらの活動を通し、本団体は幼児教育に関する専門的な知識や経験
を有し、市内の幼稚園が抱える課題やニーズについても熟知している。また本団体は、本
市が行っている「札幌市私立幼稚園連合会研修費等補助金」により、本市の補助を受けな
がら幼児教育の振興及び教職員の資質向上に資する研修等の事業を毎年独自に実施してい
る。
これらを踏まえると、以下のとおり委託する各業務において高い品質での履行が期待で
き、履行品質確保の観点から競争に付することが不利と認められる。

⑴　補助金の一次審査業務
本業務で申請内容の一次審査を行う教材教具整備補助は、幼稚園等に在籍する子どもたち
の発達段階や学習ニーズに応じて、各園で幼児教育を提供するために必要な物品の購入費
用を補助するものである。したがって、一次審査業務においては、各園が購入を希望して
いる物品が補助対象品目に該当するものであるかを正確に理解し、適切な判断を下す必要
がある。この判断には、本団体が有している幼児教育に関する専門的な知識や理解が必要
不可欠であることから、当該業務を本団体へ委託することで各園が必要とする教材を適切
に整備できるほか、一次審査の精度が担保されることで、本市で行っている二次審査業務
の負担軽減効果も期待できる。

⑵　実効性の高い研修の運営
　　上述のとおり、本団体は本市の補助を受けながら独自の研修等事業を実施しており、
当該事業には、特別支援等をテーマとした公開保育事業も含まれている。これを踏まえる
と、本団体へ業務を委託することにより、既存の補助事業と本業務による研修に共通する
テーマである特別支援教育について、双方の研修で得られた知見や現場での課題を、相互
の研修内容へ反映することが可能となる。このように、研修等を一体的に運用すること
で、研修内容における相乗効果が期待でき、各事業の実効性を高めることが可能である。

　以上のことから、本業務はその性質が競争入札に付することが不利なものと判断される
ため、地方自治法第234 条第２項の規定及び地方自治法施行令第167 条の２第１項第６号
により、本団体から見積書を徴して随意契約することが妥当である。
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